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【国際特許分類】
   Ｈ０５Ｋ   3/46     (2006.01)
   Ｈ０５Ｋ   3/22     (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  23/12     (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  23/32     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０５Ｋ    3/46     　　　Ｂ
   Ｈ０５Ｋ    3/46     　　　Ｎ
   Ｈ０５Ｋ    3/46     　　　Ｔ
   Ｈ０５Ｋ    3/46     　　　Ｘ
   Ｈ０５Ｋ    3/22     　　　Ｂ
   Ｈ０１Ｌ   23/12     　　　Ｎ
   Ｈ０１Ｌ   23/32     　　　Ｄ

【手続補正書】
【提出日】平成29年12月26日(2017.12.26)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　貫通孔を有するコア層と、
　前記コア層の第１面に配設され、前記貫通孔に対応する第１開口部を有し、フィラーを
含まない第１絶縁層と、
　前記貫通孔及び前記第１開口部の内部に配設される貫通電極と、
　前記第１絶縁層の前記コア層に配設される面とは反対の第１面及び前記貫通電極の端面
に積層される第１配線層と
　を含み、
　前記第１絶縁層の第１面及び前記貫通電極の端面は、平坦化されている、配線基板。
【請求項２】
　前記コア層の第２面に配設され、前記貫通孔に対応する第２開口部を有する第２絶縁層
と、
　前記第２絶縁層の前記コア層に配設される面とは反対の第２面に積層され、前記第２開
口部を介して前記貫通電極に接続される第２配線層と
　をさらに含み、
　前記貫通電極は、前記貫通孔、前記第１開口部、及び前記第２開口部の内部に配設され
ており、
　前記第１配線層は、前記第２配線層よりも微細化された配線層である、請求項１記載の
配線基板。
【請求項３】
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　前記第２配線層は、前記第１配線層よりも厚い、請求項２記載の配線基板。
【請求項４】
　前記第２絶縁層は、フィラーを含まない、請求項２又は３記載の配線基板。
【請求項５】
　前記第２絶縁層の厚さは、前記第１絶縁層の厚さよりも厚い、請求項２乃至４のいずれ
か一項記載の配線基板。
【請求項６】
　前記第２配線層に積層される、絶縁層をさらに含む、請求項２乃至５のいずれか一項記
載の配線基板。
【請求項７】
　前記第１絶縁層は、樹脂のみによって構成される、請求項１乃至６のいずれか一項記載
の配線基板。
【請求項８】
　前記第１絶縁層の第１面は、研磨された面であり、
　前記貫通電極の端面は、研磨された面である、請求項１乃至６のいずれか一項記載の配
線基板。
【請求項９】
　コア層の第１面に、フィラーを含まない第１絶縁層を形成する工程と、
　前記コア層及び前記第１絶縁層を厚さ方向に貫通する貫通孔を形成する工程と、
　前記貫通孔に貫通電極を形成する工程と、
　前記第１絶縁層の前記コア層側の面とは反対の第１面に第１めっき層を形成する工程と
、
　前記第１めっき層を研磨して除去し、さらに前記第１絶縁層の第１面を研磨することに
より、前記第１絶縁層の第１面及び前記貫通電極の端面を平坦化する工程と、
　前記第１面及び前記貫通電極の端面に、第１配線層を形成する工程と
　を含む、配線基板の製造方法。
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